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平成３１年度原子力規制委員会ホームページの運用に関するコンサルティング

業務に係る企画書募集要領 
 

１ 総則 

平成３１年度原子力規制委員会ホームページの運用に関するコンサルティ

ング業務に係る企画競争の実施については、この要領に定める。   

 

２ 業務内容 

本業務は、原子力規制委員会のホームページの運用にあたって、JIS 規格等

に沿ったホームページの品質確保を行うために必要な検証や職員研修等を実

施するものである。 

詳細については、「平成３１年度原子力規制委員会ホームページの運用に

関するコンサルティング業務(仕様書)」のとおりとする。 

 

３ 業務実施期間 

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日までとする。 

 

４ 予算額 

１４，８６９千円(消費税及び地方消費税額を含む。) 以内とする。 

   

５ 参加資格 

（１）予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。なお、

未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意

を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 

（２）予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。 

（３）原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中でないこと。 

（４）平成２８･２９･３０年度環境省競争参加資格（全省庁統一資格）の《「役

務の提供等」の「情報処理」又は「調査・研究」》において、企画書等の

提出期限までに、《「Ｂ」、「Ｃ」又は「Ｄ」》の等級に格付されている

者であること。ただし、平成３１・３２・３３ 年度環境省競争参加資格（全

省庁統一資格）の《「役務の提供等」の「情報処理」又は「調査・研究」》

を引き続き取得すること。 

（５）企画競争説明書の交付を受け、企画競争説明会に参加した者であること。 

（６）暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること（別添１参照）。 

（７）過去 5 年間の間に以下に示す官公庁、地方自治体、その他公共機関にお

けるホームページに関する支援実績を有すること。なお、実績は企画書を
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提出する法人名で契約・実施した業務に限る。 

  ① ホームページの全ファイル及び全ディレクトリを対象にしたアクセシ

ビリティ、ユーザビリティに関する診断・解析を行った実績 

② ホームページに関する職員研修を行った実績 

③ ホームページ構築・運用業務の調達仕様書を作成した実績 

（８）ウェブアクセシビリティＪＩＳ規格（ＪＩＳ Ｘ ８３４１－３：２０１

６）及び総務省「みんなの公共サイト運用モデル（２０１６年度改定版）」

に関する専門的な知識・知見を有すること。 

 

６ 入札制限等 

（１）環境省ＣＩＯ補佐官及びその支援スタッフ等（常時勤務を要しない官職

を示す職員、「一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律」

（平成１２年１１月２７日法律第１２５号）に規定する任期付職員及び「国

と民間企業との間の人事交流に関する法律」（平成１２年１２月２２日法

律第２２４号）に基づき交流採用された職員を除く。）が現に属する又は

過去２年間に属していた事業者及びこの事業者の「財務諸表等の用語、様

式及び作成方法に関する規則」（昭和３８年大蔵省令第５９号）第８条に

規定する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先事業者

などの緊密な利害関係を有する事業者は、本書に示す調達について入札に

参加することはできない。 

（２）本案件を受注した事業者及びこの事業者の「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則」（昭和３８年大蔵省令第５９号）第８条に規定

する親会社及び子会社、同一の親会社を持つ会社並びに委託先事業者など

の緊密な利害関係を有する事業者は、別途調達する原子力規制委員会ホー

ムページの運用実務を支援する業務の入札に参加することを認めないもの

とする。 

 

７ 企画競争に係る説明会の開催 

（１）日時 

平成３１年２月２１日(木)１４時００分 

 

（２）場所 

原子力規制委員会原子力規制庁入札会議室 

東京都港区六本木１丁目９番９号(六本木ファーストビル１３階) 

   

８ 企画書募集に関する質問の受付及び回答 
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（１）受付先・受付方法 

メールアドレス（kohoka@nsr.go.jp） 

 

（２）受付期間 

平成３１年３月４日（月）１２時まで 

 

（３）回答 

平成３１年３月６日（水）１７時までに、企画競争参加者に対してメー

ルにより行う。 

 

９ 企画書等の提出書類、提出期限等 

（１）提出書類 

  ① 企画書 

別紙「平成３１年度原子力規制委員会ホームページの運用に関するコ

ンサルティング業務の企画書作成要領」に基づき作成すること。 

 

  ② 経費内訳書 

原子力規制委員会ホームページの運用に関するコンサルティング業務

を実施するために必要な経費のすべての額（消費税及び地方消費税額を

含む。）を記載した内訳書 

 

  ③ 提出者の概要（会社概要等）が分かる資料 

 

  ④ 参加資格の実績一覧表 

「５参加資格」（７）の実績を確認する資料として、具体的な実績案

件について、以下の項目について一覧表にまとめること。 

・公共機関の団体名 

・主な実施内容 

・実施期間、HTML ページ数 

なお、記載する実績は提案を行う者の名で契約実施した業務に限る。 

 

  ⑤ 参加資格の実績を証明する資料 

「５参加資格」（７）（８）の実績及び知見を裏付ける資料として、

契約書の写し等を添付し、公共機関の団体名、主な実施内容、実施期間

を確認できるよう該当箇所をマーカー等で明示する。 
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（２）提出期限等 

  ① 提出期限 

平成３１年３月８日（金）１２時 

  ② 企画書等の提出場所 

     東京都港区六本木１丁目９番９号（六本木ファーストビル） 

       原子力規制庁長官官房総務課広報室 茂垣 

  ③ 提出部数 

 

   

 

 

 

 

 

 

④ 提出方法 

    持参又は郵送（提出期限必着）による。 

        郵送する場合は、書留郵便等の配達の記録が残る方法に限る。 

  ⑤ 提出に当たっての注意事項 

     ア 持参する場合の受付時間は、平日の１０時から１７時まで（１２時

～１３時は除く。）とする。 

イ 郵送する場合は、封書の表に「平成３１年度原子力規制委員会ホー

ムページの運用に関するコンサルティング業務に係る企画書等在中」

と明記すること。提出期限までに提出先に現に届かなかった企画書等

は、無効とする。 

     ウ 提出された企画書等は、その事由の如何にかかわらず、変更又は取

消しを行うことはできない。また、返還も行わない。 

     エ  １者当たり１件の企画を限度とし、１件を超えて申込みを行った場

合はすべてを無効とする。 

     オ  参加資格を満たさない者が提出した企画書等は、無効とする。 

     カ  虚偽の記載をした企画書等は、無効にするとともに、提出者に対し

て指名停止を行うことがある。 

   キ 企画書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 

   ク 提出された企画書等は、原子力規制委員会原子力規制庁において、

企画書等の審査以外の目的に提出者に無断で使用しない。企画競争の

結果、契約相手になった者が提出した企画書等の内容は、行政機関の

項番 項目 部数 

ア 企画書  ６部 

イ 経費内訳書 ６部 

ウ 提出者の概要（会社概要等） １部 

エ 参加資格の実績一覧表 １部 

オ 参加資格の実績を証明する資料 １部 

 5 



 

保有する情報の公開に関する法律（平成１１年法律第４２号）に基づ

き開示請求があった場合においては、不開示情報（個人情報、法人等

の正当な利益を害するおそれがある情報等）を除いて開示される場合

がある。 

   ケ 企画書等において提出者以外の者の協力を得て事業を実施する旨の

提案を行っている場合は、契約の締結に当たりその履行を担保するた

め、協力の内容、態様等に応じ、提出者と協力者の間の共同事業実施

協定書等の提出を求めることがある。 

 

10 暴力団排除に関する誓約 

当該業務に係る（資格要件に係る提出書類及び）企画書等については、別

添１において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上、提出すること。

また、提出書類に誓約事項に誓約する旨を明記すること。 

 

11 審査の実施 

 (１)審査は、「平成３１年度原子力規制委員会ホームページの運用に関するコ

ンサルティング業務に係る企画書等審査の手順」(別添２)及び「平成３１

年度原子力規制委員会ホームページの運用に関するコンサルティング業務

に係る企画書等審査基準及び採点表」(別添３)に基づき、提出された企画

書等について行い、業務の目的に最も合致し優秀な企画書等を提出した 1

者を選定し、契約候補者とする。ただし、優秀な企画書等の提出がなかっ

た場合には、この限りではない。 

（２）審査結果は、企画書等の提出者に遅滞なく通知する。 

 

12 契約の締結等 

(１)企画競争の結果、契約候補者として選定されたとしても、会計法令に基づ

く契約手続の完了までは、原子力規制委員会原子力規制庁との契約関係を生

ずるものではない。 

支出負担行為担当官である原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官

は、契約候補者から見積書を徴取し、予定価格の制限の範囲内であることを

確認し、契約を締結する。 

（２）契約締結日は、本業務に係る平成３１年度予算（暫定予算を含む。）が

成立した日以降とする。また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に

対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 
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別紙 

 

平成３１年度原子力規制委員会ホームページの運用に関する 

コンサルティング業務の企画書作成要領 
 

企画書には別添様式１により、以下の各事項について、各作成方法に則り、提案すること。 

なお、企画書全体の分量はＡ４・５０ページ程度を目安とし、原則として両面印刷にすること。

また必要に応じてＡ３等サイズの異なる用紙を用いることを可とするが、企画書全体を１冊にま

とめること。 
また、資料作成全般に当たっては、本企画書作成事項で規定する目的や作業項目に反し、又は

矛盾する提案がないよう作成すること。 
 

事項 作成方法 
１. 業務の基本方針  原子力規制委員会ホームページの特徴を踏まえた上

で、本業務を実施するに当たっての成果目標を記述

すること。 
２. 業務の実施計画  業務内容及び提案内容に係る各作業項目について、

業務実施計画を記述すること。 
 業務分担や業務量の検討において、原子力規制庁側

の実情（専門職がいない、専任者が少ない等）を十

分踏まえた提案とすること。 
 

３ . 業務の

実施方法 
３.１.ホームページの品

質検証 
 業務の実施方法について、具体的に提案すること。 
 提案に当たっては、他事例での実績等を踏まえた提

案とすること（特に官公庁または自治体等の事例が

望ましい）。 
 

３.２.運用報告会議及び

運用改善会議への参画  
 業務の実施方法について、具体的に提案すること。 
 提案に当たっては、他事例での実績等を踏まえた提

案とすること（特に官公庁または自治体等の事例が

望ましい）。 
 

３.３.職員研修  業務の実施方法について、具体的に提案すること。 
 提案に当たっては、他事例での実績等を踏まえた提

案とすること（特に官公庁または自治体等の事例が

望ましい）。 
 

３.４.運用支援業務の調  業務の実施方法について、具体的に提案すること。 
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達支援  提案に当たっては、他事例での実績等を踏まえた提

案とすること（特に官公庁または自治体等の事例が

望ましい）。 
3.5.その他  本業務の成果を高めるためにアピールできる事項が

ある場合は具体的に記載すること。 

４. 業務の実施体制 
 

 業務の実施体制について、実施責任者を 1 名選定す

るとともに、従事者の役割分担、従事者数等を記載

すること。 
５. 組織の実績  組織における以下類似業務の実績について、記載す

ること。 
 実績は元請受注のみを記載すること。 
① ホームページの全ファイル及び全ディレクトリを

対象にしたアクセシビリティ、ユーザビリティに

関する診断・解析行った実績 
② ホームページに関する職員研修を行った実績 
③ ホームページ構築・運用業務の調達仕様書を作成

した実績 
④ ウェブアクセシビリティ JIS 規格（JIS X 8341－

3: 2016）及び総務省「みんなの公共サイト運用モ

デル（2016 年度改定版）」に関する専門的な知識・

知見 
 

６. 組織のワーク･ライフ･バランス等

の推進に関する認定等取得状況 
 
 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以

下「女性活躍推進法」という。）、次世代育成支援対

策推進法（以下「次世代法」という。）、青少年の雇

用の促進等に関する法律（以下「若者雇用推進法」

という。）に基づく認定等（えるぼし認定等、くるみ

ん認定、プラチナくるみん認定、ユースエール認定）

の有無、有の場合は認定通知書等の添付。ただし、

企画書提出時点において認証期間中であること。 
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【別添様式１】 
 
１．業務の基本方針 
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２．業務の実施計画 
 

時期 内容 
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３．業務の実施方法 
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４．業務の実施体制 
 
 
 

 
 
 
  

 12 



５．組織の実績 
 

 

 
注１ 実績は、元請受注のみを記載すること。 
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（別添１） 

暴力団排除に関する誓約事項 

 

 当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、下記事項について、入

札書（見積書）の提出をもって誓約いたします。 

 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被るこ

ととなっても、異議は一切申し立てません。 

  また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿（有価証券報告書に記載のもの（生年月

日を含む。）。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び

生年月日の一覧表）及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類か

ら確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。 

 

記 

 

 

１．次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。 

（１）契約の相手方として不適当な者 

  ア 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、

法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所を

いう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に

関与している者をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。

以下同じ）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下

同じ。）であるとき 

  イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に

損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

  ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与

するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与

しているとき 

  エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している

とき 

 

（２）契約の相手方として不適当な行為をする者 

  ア 暴力的な要求行為を行う者 

  イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 

  ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 

  エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者 

  オ その他前各号に準ずる行為を行う者 
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２．暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方とし

ません。 

 

 

３．再受任者等（再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実

施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。）が暴力団関

係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じ

ます。 

 

４．暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不

当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行う

とともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。 
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平成  年  月  日 
支出負担行為担当官 

原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官  殿 
 
 

所在地 
 

商号又は名称 
 

代表者氏名             印 
 
 
 
平成３１年度原子力規制委員会ホームページの運用に関するコンサルティング業務

に係る企画書等の提出について 
 
 

標記の件について、次のとおり提出します。 
なお、書類の提出にあたり、暴力団排除に関する誓約事項に誓約します。 

 
（1） 企画書 

 
（2） 経費内訳書 

 
（3） 提出者の概要（会社概要等）が分かる資料 

 
（4） 参加資格の実績一覧表 

 
（5） 参加資格の実績を証明する資料 

 
 
 

(担当者) 
所属部署： 
氏名： 
TEL/FAX： 
E-mail： 
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0 

（別添２） 
 
平成３１年度原子力規制委員会ホームページの運用に関するコンサルティング業務

に係る企画書等審査の手順 

 
1. 企画審査委員会による審査 

 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房総務課広報室に設置する「平成３１年度原子力規制委

員会ホームページの運用に関するコンサルティング業務に係る企画書等審査の手順に係る企画書

審査委員会」(委員は下記のとおり。以下、「企画書審査委員会」という。)において、提出された

企画書等の内容について審査を行う。 

 
表１ 企画書審査委員会の構成 

委員長 原子力規制委員会 原子力規制庁長官官房総務課広報室 室長 
委員 原子力規制委員会 原子力規制庁長官官房総務課広報室 室長補佐 

原子力規制委員会 原子力規制庁長官官房総務課広報室 専門職 
原子力規制委員会 原子力規制庁長官官房情報システム室 情報システム管理官 
原子力規制委員会 原子力規制庁長官官房情報システム室 情報システム専門職 

注 委員長又は委員が出席困難な場合は、同じ課(室)の者を代理として出席させることができる。 

 
2. 企画書等の審査方法 

（1） 「平成３１年度原子力規制委員会ホームページの運用に関するコンサルティング業務に

係る企画書等審査基準及び採点表」(別添３)に基づき、委員ごとに採点する。 
 
【採点基準】 

 １０点満点 ２０点満点 ３０点満点 ４０点満点 
優 １０点 ２０点 ３０点 ４０点 
良 ６点 １２点 １８点 ２４点 
可 ２点 ４点 ６点 ８点 
不可 ０点 ０点 ０点 ０点 

 
（2） (1)の採点結果の合計点を算出し、その点数が最も高い者を契約候補者とする。 
（3） 合計点が同点の場合、次の基準で契約候補者を選定する。 

① 「優」の数が多い者を契約候補者とする。 
② 「優」の数が同数の場合は、「良」の数が多い者を契約候補者とする。 
③ 「良」の数も同数の場合は、「可」の数が多い者を契約候補者とする。 
④ 「可」の数も同数の場合は、委員の多数決により契約候補者を選定する。 
⑤ 「組織のワーク･ライフ･バランス等の推進に関する認定等取得状況」は任意の加点項

目とする。 
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（別添 3） 
 

平成 31 年度原子力規制委員会ホームページの運用に関する 
コンサルティング業務に係る企画書等審査基準及び採点表 

 
委員名                 
 
提案者名 

 
審査項目 審査基準 配点 採点 

1.業務の基本方針  業務の目的を的確に理解し、妥当

な成果目標が示されているか。 
20 点  

2.業務の実施計画  明示された作業の実施期限が遵

守されており、実施可能な実施計

画であるか。 
 実施計画が効率的で確実性があ

るか。 

20 点  

3.業務の実

施方法 
3.1.ホームページ

の品質検証 
 提案された実施方法が、求められ

た趣旨に適合したものであるか。 
 提案された実施方法に具体性、専

門性、確実性等があるか。 

40 点  

3.2.運用報告会議

及び運用改善会

議への参画 

 提案された実施方法が、求められ

た趣旨に適合したものであり、具

体的なものであるか。 
 提案された実施方法に具体性、専

門性、確実性等があるか。 

40 点  

3.3.職員研修  提案された実施方法が、求められ

た趣旨に適合したものであり、具

体的なものであるか。 
 提案された実施方法に具体性、専

門性、確実性等があるか。 

40 点  

3.4.運用支援業務

の調達支援 
 提案された実施方法が、求められ

た趣旨に適合したものであり、具

体的なものであるか。 
 提案された実施方法に具体性、専

門性、確実性等があるか。 

30 点  

3.5.その他   本業務に関するアピール事項は

原子力規制委員会にとって有意

義な内容か。 
 

20 点  

4.業務の実施体制  業務の実施に必要な人員が確保

されているか。 
 効果的、効率的な人員配置、役割

分担が明確になっているか。 

20 点  
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5.組織の実績  以下のいずれかに関する実績・経

験を有しているか。 
① ホームページの全ファイル及

び全ディレクトリを対象にし

たアクセシビリティ、ユーザビ

リティに関する診断・解析行っ

た実績 
② ホームページに関する職員研

修を行った実績 
③ ホームページ構築・運用業務の

調達仕様書を作成した実績 
④ ウェブアクセシビリティ JIS規

格（JIS X 8341－3: 2016）及び

総務省「みんなの公共サイト運

用モデル（2016 年度改定版）」

に関する専門的な知識・知見 
 

40 点  

6. 組織のワーク･ライフ･バランス

等の推進に関する認定等取得状況 

 

 

女性の職業生活における活躍の推

進に関する法律（以下「女性活躍推

進法」という。）、次世代育成支援

対策推進法（以下「次世代法」とい

う。）、青少年の雇用の促進等に関

する法律（以下「若者雇用推進法」

という。）に基づく認定等（えるぼ

し認定等、くるみん認定、プラチナ

くるみん認定、ユースエール認定）

の有無、有の場合は認定通知書等の

添付。ただし、企画書提出時点にお

いて認証期間中であること。 

 

10 点  

7.見積価格、積算内訳 経費内訳書について、提案内容等に

応じた価格、積算内訳は妥当か。 
20 点  

合計 300 点   
   

注）1．企画書等において、提出者の外部協力者へ再委任又は共同実施の提案を行う場

合、業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を外部に再委任等

してはならず、そのような企画書等は不合格として、選定対象としないことがあ

る。 

  2．積算内訳書において、再委任に係る外注費が見積価格の 1/2 以上である場合は、不

適切として、選定対象としないことがある。 
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【採点基準】 

 10 点満点 20 点満点 30 点満点 40 点満点 
優 10 点 20 点 30 点 40 点 
良 6 点 12 点 18 点 24 点 
可 2 点 4 点 6 点 8 点 

不可 0 点 0 点 0 点 0 点 
 

※ ただし、6.組織のワーク・ライフ・バランス等の推進に関する認定等取得状況における

加点は、任意の加点であるため、上記採点基準とは異なる。認定書を持たないことで、

0 点となったとしても、不可とはしない。 
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仕様書 
 
１．事業の概要 
（１）業務名 
平成 31年度原子力規制委員会ホームページの運用に関するコンサルティング業務 

 
（２）本業務の対象範囲 
本 業 務 の 対 象 は 、 原 子 力 規 制 委 員 会 ホ ー ム ペ ー ジ （ https://www.nsr.go.jp/ 、

https://www2.nsr.go.jp/）に公開されているコンテンツ（以下「原子力規制委員会 HP」という。）
とする。 

 
（３）履行期間 
平成 31年 4月 1日から平成 32年 3月 31日まで 

 
（４）業務の実施場所 
作業場所は受託者が用意すること。なお、詳細については原子力規制庁の担当官と別途協議す

ること。 
  
２．業務内容 
（１）ホームページの品質検証 
上述の「１．（２）本業務の対象範囲」を対象に、原子力規制委員会 HPの品質を検証し問題点
を報告する。「ア．全ファイル解析」及び「イ．全ページ検証」は毎月 1回（計 12回）、「ウ．情
報分類検証」「エ．JIS X 8341-3:2016対応試験」は原子力規制庁の指定する時期に計 1回の実施
を想定する。 
ア．全ファイル解析 
原子力規制委員会 HPにおいて公開されている全ファイルを対象にリンク切れ、アクセシビ
リティ及びユーザビリティに関わる項目（JIS X 8341-3:2016対応検査等）、HTMLに記載され
ている用語を解析し、以下の単位で問題点を洗い出す。 
①サイト単位 
②ファイル単位 
③ディレクトリ単位 
なお、全ファイル解析の実施に当たっては、原子力規制庁からファイル等の提供は行わない

ため、原子力規制委員会HPを通常閲覧する要領で、調査を実施すること。その際、プログラム
を用いて調査することを可とするが、原子力規制委員会 HP の閲覧や運用に支障がないことを
前提とすること。 
月次の解析の結果、改善検討が必要なページを具体的に特定し、一覧で提示すること。 

イ．全ページ検証 
原子力規制委員会 HP において公開されている全 HTML について、総務省が提供する検証
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ツールmiCheckerの検証項目により検証を行い、以下の単位で問題点を洗い出す。 
①サイト単位 
②ファイル単位 
③ディレクトリ単位 
なお、全ページ検証の実施に当たっては、原子力規制庁からファイル等の提供は行わないた

め、原子力規制委員会 HPを通常閲覧する要領で、調査を実施すること。その際、プログラムを
用いて調査することを可とするが、原子力規制委員会 HP の閲覧や運用に支障がないことを前
提とすること。 
月次の解析の結果、改善検討が必要なページを具体的に特定し、一覧で提示すること。 

ウ．情報分類検証 
原子力規制委員会 HP を情報の探しやすさ、不要ファイルの削減等の観点から検証し、日常
の運用において見直すべき点を洗い出すこと。 
エ．JIS X 8341-3:2016 対応試験の実施 
原子力規制委員会 HP より 40 ページを選定し、JIS X 8341-3:2016 箇条 8 に基づく試験を
実施し、結果を報告する。 

 
（２）ホームページ運用支援 
ア．CMSの運用提案  

CMSソフトウェアである ALAYAの運用において、より効率的な運用ができるよう提案を行
う。 
イ．アクセスログ解析 
コンテンツのアクセスログ状況を解析し、セキュリティ上のリスクやコンテンツ公表方法等

について助言を行う。 
ウ．コンテンツのドメイン分けの検討 
平成 31 年度については、今後原子力規制委員会 HP のドメイン分けが必要であるのか、公
共機関ホームページの運用、ユーザビリティ及びアクセシビリティの観点から助言を行う。 
エ．全 HTMLを対象としたキーワード解析 
コンテンツ削減対象の候補の洗い出し等を目的に、年 2 回を上限に、公開されている全

HTMLを対象としたキーワード解析を実施する。原子力規制庁の担当官と協議の上で、解析対
象とするキーワード群または HTMLタグ群を洗い出し、それらが記載されたページの一覧を抽
出すること。 

 
（３）運用報告会議及び運用改善会議への参画 
別途調達する運用支援業者と原子力規制庁の担当官が毎月１回程度開催する運用報告会議、

不定期に必要に応じて随時開催する運用改善を検討する会議（運用改善会議）へ参画し、原子力

規制庁に対する助言、運用に関する問題点の指摘等を行う。 
 
（４）職員研修 
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原子力規制庁の職員に対して、公共機関ホームページの運用、ユーザビリティ等のテーマに関

する研修会を企画し 1回程度実施する。 
 
（５）運用支援業務の調達支援 
原子力規制委員会 HP 運用支援業務の調達の仕様書の記載内容については、原子力規制庁に対
し説明を行い協議の上、決定すること。なお、仕様書のうち、原子力規制庁のネットワーク、ハ

ードウェアに関する要件について内容を把握し、可能な範囲で助言すること。 
また、運用支援業者を選定するために、合理的かつ最適な提案を採択するための選定項目を検

討し、提案要領、業者選定基準としてとりまとめ、原子力規制庁の担当官とともに技術審査を行

う。 
 
３．納品物及び納入期限 
納品物・資料の作成に当たっては、ホームページに関する知識の有無に関わらず容易かつ適切に理

解できるよう、一般的な用語を用いて、わかりやすく記載すること。また、以下を一綴じにした業務完

了報告書一式を印刷物 2部及び電子データ(DVD-R等)2部として納入すること。 
①全ファイル解析報告書 
②全ページ検証報告書 
③JIS X 8341-3:2016 対応試験報告書 
④運用報告会議及び運用改善会議出席報告書 
⑤職員研修配布資料 
⑥調達仕様書案 
⑦提案要領案 
⑧業者選定基準案 
納品物は、業務の終了後速やかに提出し、原子力規制庁の担当官の検査を受け、承認を受けること。 
納入場所は全て原子力規制庁長官官房総務課広報室とする。 

 
４．その他 
原子力規制委員会 HP の運用方法の変更に伴い、業務内容に変更の必要が生じた場合、原子力規制
庁の担当官と協議の上、業務内容の見直し等、柔軟に対応する。 
本業務における成果物の原著作権及び二次著作物の著作権は、原子力規制庁に帰属するものとする。

ただし、成果物のうち、受託者が契約以前より保有している内容に関する著作権を含む所有権は、受託

者に帰属するものとする。 
 

 23 


